
～芦屋警察署からのお知らせ～

令和７年１月３１日

◎ 業平橋交番を宮川交番に、浜芦屋交番を高浜交番に統合します。
◎ 廃止した交番の管内は、統合先の交番が担当します。
◎ 廃止した交番で受けていた相談等については、統合先交番または警察署
で引き続き対応します。

◎ 廃止した交番の建物は、当面の間、詰所として存続し、パトロール等の
拠点とします。

◎ 交番の警察官の人数は減りません。
◎ 警察本部のパトカーを積極的に投入し、パトロールを強化します。

【警察署の連絡先】
〒６５９ー００６５
芦屋市公光町６番７号
芦屋警察署 ☎（0797）23-0110

を廃止し にします！


